
○京田辺市立コミュニティホールの設置、管理等に関する条例

昭和６１年１２月２４日

条例第２６号

（趣旨）

第１条 この条例は、京田辺市立コミュニティホール（以下「コミュニティホ

ール」という。）の設置、管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 コミュニティ活動を進め住民福祉の増進を図るため、コミュニティホ

ールを設置する。

（名称及び位置）

第３条 コミュニティホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 京田辺市コミュニティホール

位置 京田辺市田辺８０番地

（使用の許可）

第４条 コミュニティホールの施設又は附属設備を使用しようとする者（以下

「使用者」という。）は、市長の許可を受けなければならない。

２ 市長は、コミュニティホールの管理上必要があると認めるときは、使用の

許可について条件を付けることができる。

（使用許可の制限）

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

（１） 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

（２） 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められ

るとき。

（３） 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると

認められるとき。

（４） その他管理上支障があると認められるとき。

（使用目的の変更等の禁止）

第６条 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用の目的を

許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

（使用許可の取消し等）



第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消

し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、

使用者が損害を受けても、市はその責を負わない。

（１） 第４条第１項の規定による使用許可の申請事項に虚偽の記載があっ

たとき。

（２） 第４条第２項の許可の条件に違反したとき。

（３） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

（４） 第５条第１項各号に該当する事由が生じたとき。

（５） 係員の指示に従わなかったとき。

（使用者の義務）

第８条 使用者は、コミュニティホールを使用するときは、善良な管理を怠っ

てはならない。

２ 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき

は、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

（損害賠償の義務）

第９条 使用者又は入場者は、コミュニティホールの施設、器具等を破損し、

又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長に

おいて損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

（使用料の額）

第１０条 使用者は、コミュニティホールを使用するときは、別表に定める使

用料を納入しなければならない。

（使用料の還付）

第１１条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらな

い事由により使用することができないときは、この限りでない。

（委任）

第１２条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して３か月を超えない範囲内において規則で

定める日から施行する。

（昭和６１年１２月規則第４４号で、同６２年１月５日から施行）



別表（第１０条関係）

京田辺市立コミュニティホール使用料

時間

使用料

午前

９:００～

１２:００

午後

１３:００

～１７:０

０

昼間

９:００～

１７:００

夜間

１７:３０

～２２:０

０

午後夜間

１３:００

～２２:０

０

全日

９:００～

２２:００

基本使用料 ２,４００３,２００ ６,５００３,６００ ７,３００１０,５０

０

冷暖房費 ３,６００４,８００ ９,６００５,４００ １０,８０

０

１５,６０

０

使用料（計） ６,０００８,０００ １６,１０

０

９,０００ １８,１０

０

２６,１０

０


